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神奈川東部方面線の整備に伴い、横浜羽沢駅付近に旅客駅の設置が計画されていま

す。それにより、地域の長年の課題であった交通利便性が大幅に向上し、生活利便性

の向上も予想されます。 

しかし、便利になることにより、様々な開発、地域の安全性の低下、緑地の減少な

ど、地域の生活環境が変わる可能性があります。 

そこで、新駅からの距離が概ね１㎞の範囲を対象に、地域住民等による「羽沢駅周

辺地区まちづくり協議会」において検討を重ね、まちの将来像や、各テーマごとのま

ちづくりの方針を「羽沢駅周辺地区プラン（協議会案）（以下、地区プラン（協議会

案）という。）」としてまとめました。 

羽沢駅周辺地区プランは、横浜市全体の都市計画に関する基本的な方針である「全

市プラン（平成 12 年 1 月確定）」を前提とし、また横浜市都市計画マスタープラン『神

奈川区プラン（平成 15 年 12 月確定）』・『保土ケ谷区プラン（平成 14 年 8 月確定）』

と整合を図りながら、羽沢駅周辺地区の将来像を描くとともに、それを実現するため

の取り組みを示すものです。 

都市計画区域の整備、
開発及び保全の方針
（都市計画法） 
都市再開発の方針 

横浜市基本構想 
（地方自治法） 

分野別基本方針 
 

緑の基本計画 
住宅基本計画 等 

即す

即す

関連・ 

整合 

羽沢駅周辺 

地区プラン 

神奈川区プラン 

保土ケ谷区プラン

全市プラン 

横浜市総合計画 
 

基本計画 
 

区別計画 

基本計画、区別計画の都市計画に

関する部分を図面等により具体的

に整理 

横浜市中期計画 
（H18～H22） 関連・ 

整合 

具体的なまちづくりへ 
【事業】 
・いえ・みち まち改善事業 
・道路整備事業 等 

【規制・誘導】 
・地区計画 
・緑地保全地区 市民の森 等 

【住民参加】 
・まちのルールづくり 
・防災のまちづくり 
・地域資源を活かした 

まちづくり 等 

全体構想

地区別構想

都市計画マスタープラン

（都市計画法） 

２．地区プラン（協議会案）の位置づけ

１．羽沢駅周辺地区プラン（協議会案）策定の経緯 

「地区プラン（協議会案）」は、今後、行政によって策定される「横浜市都市計画

マスタープラン －羽沢駅周辺地区プラン－」のたたき台となるものです。行政は、

地域住民が中心となってまとめた「地区プラン（協議会案）」を基に、「羽沢駅周辺地

区プラン」を策定します。 

なお、「羽沢駅周辺地区プラン」は、全市プランを前提に、区プランと整合を図り

ながら、住民に身近な課題をテーマとして取り上げて、地区の将来像を明らかにする

もので、その位置づけは以下のとおりです。 

※表記の「羽沢駅」は仮称であり、決定したものではありません。 
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横浜国立大学

国道 16 号 

環状２号線 

国道 1号バイパス 

３．羽沢駅周辺地区の状況 

本地区の広範囲において市街化調整区域が指定されており、特にＪＲ東海道貨

物線横浜羽沢駅に近接した区域が市街化調整区域となっています。地区の中心を

囲むように住居系や工業系の用途地域が指定されていますが、商業系の用途地域

は国道１号バイパスや国道 16 号などの幹線道路沿道に指定されています。 

なお、ＪＲ東海道貨物線の南側の区域には、横浜国立大学があり、それを含め

て風致地区の指定がされています。 

本地区に立地する建物は、２～３階建ての低層住宅が中心となっています。 

また、地形的には貨物駅や環状２号線が最も低く、その周りを高低差 20～30m

の丘陵地が囲み、そこに住宅地が拡がっている状況となっています。 

（１）地区の現況 

都市計画の指定状況図 
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■横浜市都市計画マスタープラン（全市プラン） 

羽沢駅周辺地区においては、新横浜都心の一部として計画的に開発整備すると

ともに、生活基盤施設等の整備などによって、良好な住宅市街地の形成や住環境

の保全に努めることとしています。 

（横浜市 平成 12 年 1 月決定） 

（２）上位計画の概要 

■横浜市都市計画マスタープラン（神奈川区プラン） 

丘陵部においては、農業専用地区を中心に都市農業の振興を図るとともに、既

存の住宅地における居住環境や交通利便性の向上を推進するとしています。 

また、羽沢貨物駅周辺では、神奈川東部方面線などの整備に合わせて、周辺の

自然環境と調和した土地利用を推進することとしています。 

■横浜市都市計画マスタープラン（保土ケ谷区プラン） 

丘陵部は良好な住宅地とし、低層住宅地あるいは中高層住宅を中心とする住環

境を整備するとしています。 

また、神奈川東部方面線の旅客駅設置によって、より選択性の高い鉄道交通体

系を創出するとともに、新駅周辺の整備と合わせて、適切な都市機能の導入等に

ついて将来構想を検討することとしています。 

(仮称)羽沢駅周辺地区

(仮称)羽沢駅周辺地区

神奈川区プラン 地域別計画 保土ケ谷区プラン 地区別まちづくり方針図 

羽沢駅周辺地区に関する上位計画には次のようなものがあります。 

（横浜市神奈川区 平成 15 年 9 月策定）

（横浜市保土ケ谷区 平成 14 年 8 月策定） 
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■横浜市水と緑の基本計画 

羽沢駅周辺地区には、「河川沿いのまとまりのある農地・樹林地の拠点」・「市

街地をのぞむ七つの丘」のエリアが含まれており、緑地や農地を保全・活用して

いくとしています。 

(仮称)羽沢駅周辺地区 

■新横浜都心整備基本構想 

新横浜都心整備基本構想において、羽沢地区は「ふれあい・大地」をキャッチ

フレーズに、大地のめぐみを享受する地区としています。 

その内容としては、樹林地や農地を大切に残しながら自然と共生した住みやす

い環境をつくるとともに、時代の流れを敏感にキャッチする都会性とゆったりと

した郊外性が共存する街を目指すとしています。 

また、駅設置を契機に、駅前広場や道路の整備など駅周辺の一体的な街づくり

を進めるとしています。 

(仮称)羽沢駅周辺地区

（横浜市 平成 18 年 12 月策定） 

（横浜市 平成 11 年 6 月策定） 
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（３）神奈川東部方面線の整備計画 

相鉄・ＪＲ直通線および相鉄・東急直通線の計画概要 

計画路線図

相鉄・東急直通線相鉄・ＪＲ直通線 

区      間 ： 羽沢駅 ～ 日吉駅 

整 備 延 長 ： 約10.0km 

整備予定期間 ： 平成19年4月～31年3月

区      間 ： 西谷駅 ～ 羽沢駅 

整 備 延 長 ： 約2.7ｋｍ 

整備予定期間 ： 平成18年11月～27年3月

神奈川東部方面線は、横浜市西部地域と東京都心とを直結し、両地域間の速達

性の向上、新幹線アクセスの向上、横浜駅やＪＲ東海道線の混雑緩和、沿線地域

の活性化などに寄与する目的で整備が行われるものです。 

このうち、相鉄本線西谷駅からＪＲ東海道貨物線横浜羽沢駅付近までの区間は

「相鉄・ＪＲ直通線」として整備され、平成 27 年に開通する予定です。 

さらに羽沢駅から新横浜駅を経て東急東横線･目黒線日吉駅までの区間が「相

鉄・東急直通線」として整備され、平成 31 年に開通する予定です。 

これらの路線の整備及び新駅の設置に伴って、羽沢駅周辺地区は、鉄道による

広域アクセスが大幅に向上することになります。 
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４．まちづくりの基本目標 

目標１：利便性の高い都市と豊かな自然が 

バランスよく共生するまち 

豊かな自然と身近に触れ合うことができ、 

生活の利便性に優れ、安心して暮らせるまち

目標２：営農を支援し、農地や緑地などを保全するまち 

目標３：駅へのアクセスに優れ、安全性を確保したまち 

緑豊かな環境の保全と都市農業の成長とともに、神奈川東部方面線の開通に伴

う地区の利便性の向上と、誰もが安全安心に暮らせるまちを目指し、羽沢駅周辺

地区のまちづくり目標を以下のように設定しました。 
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ま ち の 将 来 像 
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（１）土地利用の方針 

地区の状況や問題点 

まちづくりの課題 

【現状の良い点や問題点等】 

・低層の住宅が中心となっているため、騒音が少なく、静かで住みやすい。 

・緑が豊かで、鳥も多くみられるなど、環境的に恵まれている。 

・農業振興地域や農用地区域、農業専用地域が指定され、地区の北部や貨物駅の南側に

はまとまりのある優良な農地がある。 

・しかし、駐車場や資材置き場などに転用される農地も増えている。 

・スーパーや食料品店、コンビニなどの商店が立地しておらず、遠方まで買い物に出な

ければならない。 

・区の出張所や交番などの公共公益施設が遠く、不便である。 

・現在の低層を中心としたエリアでは、静かな住環境を保全していく必要がある。 

・生活利便性を高めるため、商業などの機能誘導を図ることが必要である。 

・環境問題などを勘案し､鉄道などの公共交通機関の利用促進を図っていく必要がある。

・新駅の利用促進を図るため、駅前に魅力的な施設やランドマークとなる建物が立地で

きるよう検討していく必要がある。 

・まとまりのある生産性の高い農地や優良な農地は保全していく必要があるが、農地転

用が進んでいるエリアについては、まちづくりの方向性を検討する必要がある。 

【新駅開業に伴い生じる問題点等】 

・駅前にふさわしい土地利用が、現時点ではされていない。 

・既成市街地においては、新駅の開業による地価の上昇と、それ

に伴う建替えなどによる中層建物の立地が予想される。 

・新駅の周りに利便性の高まる施設が立地しなければ、鉄道を利

用しない地元住民にとってはメリットが少ない。 

・また、魅力的な施設の立地によって、鉄道利用者の増加も考え

られる。 

・新駅に近接して農地が拡がっているが、既に駐車場への農地転

用など営農環境が悪化してきており、新駅開業により一層農地

の改廃が進むことが懸念される。 
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土地利用に関する目標 

利便性の高い都市と豊かな自然がバランスよく共生するまち 

生活利便施設誘導ゾーン 

都市型住宅ゾーン 

低層住宅ゾーン 

・ランドマークとなるような建物の立地や、まちの活性化・利便性向上に向

けた商業施設の立地が進められ、人々が集まってくるようなきれいなまち

になると良い。 

・新駅へのアクセス性を高め、鉄道利用者だけでなく、新駅周辺の施設利用

者にとっても、利用しやすい駅になると良い。 

・現状は低層住宅が中心であるが、新駅から一定の範囲（500ｍ以内など）で

は、まちの活力となる住民の増加を図るため、中高層の住宅を建てられる

ようにしても良い。 

・中高層の建物が建てられ、その空閑地を道路に充てていくなどして、より

良好な住環境の形成につながると良い。 

・新駅から一定距離以上（500ｍ以上など）離れたエリアでは、既存のまち並

みを維持していくため、中高層の建物立地を抑え、低層住宅を中心とした

静穏で良好な住環境を保全していけると良い。 

・狭あい道路などの改善などにより、より良好な住環境を形成できると良い。

・農業専用地区や農用地区域、風致地区に指定されており、まとまりのある

優良な農地や豊かな緑地であることから、これらを保全していけると良い。

農地保全ゾーン 

・新駅に近いエリアなので、利便性の良さを活かした土地利用を考えられる

と良い。 

・農地や緑地などは住民の憩いの場となっているので、今後も大切にしてい

けると良い。 

・農家と住民が理解しあいながら、農業を継続して営めるような仕組みづく

りを考えられると良い。 

農地利活用検討ゾーン 

駅からの距離や、現在の土地利用の状況などから、各ゾーンごとに、目標

を定めました。 
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土 地 利 用 構 想 
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（２）農地や緑地の方針 

地区の状況や問題点

まちづくりの課題 

【現状の良い点や問題点等】 

・農業振興地域に指定されているため農地が守られており、まとまりのある優良な農地

がある。 

・都心に近接する農地であり、市民農園としての利用など、都市住民のうるおい空間と

なっている。 

・緑が多く牧歌的で、豊かな自然環境が残されている。 

・しかし、農業だけで生活していくのは困難な状況になってきており、後継者不足など

の問題が生じている。 

・駐車場への農地転用など、営農環境の悪化も大きな問題である。 

・また、個人で緑地を守り、維持していくことが難しくなってきており、以前に比べる

と緑地は減ってきている。 

・公園が少ない。また、既存の公園は、規模が小さいものや、斜面に造られているもの

など利用しにくい。 

・継続して営農できる環境を確保するための方策や、農地を保全する方策を検討する必

要がある。 

・緑豊かな地区環境の保全や緑地管理の方策、地区内の緑化についての方策を検討して

いく必要がある。 

・様々な人が集い、様々な利用の仕方ができるように、公園の造り方を検討していく必

要がある。 

【新駅開業に伴い生じる問題点等】 

・地区の利便性が高まることにより、都市化が進み、農地や緑地

の減少を加速させる恐れがあるとともに、農家との軋轢が生じ

ることが懸念される。 

・新駅近接の市街化調整区域では、農地が駅利用者のための駐車

場などへ土地利用転換されることが懸念される。 
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農地や緑地に関する目標 

営農を支援し、農地や緑地などを保全するまち 

農地 

緑地 

公園 

【農地の保全】 

・税金や近隣対策など負担が大きくなっているため、農地を個人で維持する

のは難しくなっており、地元住民や行政などが一緒になって農地を守って

いけると良い。 

・農地を維持、保全するために、地元特産品のＰＲや新たな販売ルートの開

拓を支援するなど、副収入に頼らず農業だけでも生活できるような対策が

行えると良い。 

【担い手の確保】 

・新たな農業の担い手を集めていくとともに、営農意欲の高い人に農地が集

まる仕組みや、農地の集約化による生産性の向上が図れると良い。 

【宅地と農地の共生】 

・農地と宅地との境界部に遊歩道や公園のようなものを配置し、緩衝帯を設

けていけると良い。 

・住民の憩いや安らぎの空間としても、農地を保全していけると良い。 

・羽沢長谷公園の拡張や、北部の農地を保全するエリアに大きな公園の配置

を検討できると良い。 

・適正な規模を有し、多様な遊び方ができるような公園を確保していけると

良い。 

・緑が豊かなど、良好な自然環境を保全していけると良い。 

・税金や近隣対策など負担が大きくなっているため、緑地を個人で維持する

のは難しくなっており、地元住民や行政などが一緒になって緑地を守って

いけると良い。 
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農地や緑地の保全構想 
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（３）道路・交通の方針 

地区の状況や問題点

まちづくりの課題 

【現状の良い点や問題点等】 

・第三京浜道路や環状２号線、国道１号、国道 16 号が近くを通っており､また羽沢池辺

線が工事中など、幹線道路は充足している。 

・大池道路や池の谷戸通りにはバスが通っているが、歩道がないため危険である。 

・貨物駅や環状２号線があるため、地区の南北方向の往来ができない。 

・生活道路が全般的に狭く、また入り組んでおり、歩行者が安心して歩けていないとと

もに、車のすれ違いや緊急車両の進入が困難である。 

・バス通りを安全に歩行できるようにするとともに、バス通りまでのアクセス道路の充

実を検討する必要がある。 

・地区の分断を解消するため、南北を結ぶ道路を検討する必要がある。 

・各方面から新駅へスムーズにアクセスできるよう、ルートを確保する必要がある。 

・安全安心なまちを形成していくため、幅員６m 以上の道路を適正な間隔で配置してい

く必要がある。 

・幅員の狭い道路は、適正な幅員へと拡幅していく必要がある。 

・沿道住民の住環境を保全していくため、通学時のマナーやルールづくりを検討してい

く必要がある。 

【新駅開業に伴い生じる問題点等】 

・バスで新駅へアクセスする道路がない。 

・自家用車は､生活道路を利用することで新駅へアクセスできる

が、道路が狭いため生活道路を利用する歩行者が危険にさらさ

れる懸念が生じる。 

・新駅と市街地の間は、地形的な高低差が大きいため、新駅への

徒歩利用は限定的となる可能性がある。 

・新駅からの流動が増えるなど、横浜国立大学へのアクセスが大

きく変わることが予想される。 

・通学ルートの沿道では､空き缶放置や大声でのおしゃべりなど､

住環境を害する懸念が生じる。 
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道路・交通に関する目標 

駅へのアクセスに優れ、安全性を確保したまち 

幹線道路 

補助幹線道路 

主要区画道路 

区画道路 

・環状２号線が地区を東西に横断し、地区の周囲を第三京浜道路、国道１号

や国道 16 号が通っているほか、地区北側からのアクセスルートとして羽沢

池辺線の整備が行われるなど、幹線道路ネットワークは充実している。 

・大池道路や池の谷戸通りなどの補助幹線道路については、バス通りでもあ

ることから、歩道の設置を進めていき、住民や学生が安全に通行できる道

路にしていけると良い。 

・バスでの新駅アクセスを確保するため、大池道路や池の谷戸通りからのル

ートを確保し、利用しやすい駅にしていくとともに、環状２号線や貨物駅

などによる地区の分断を解消できると良い。 

・地区内の交通を集散するとともに、緊急車両（消防車や救急車など）が円

滑に通行できる安心安全なまちを築くために幅員６m 以上の道路を適正に

配置できると良い。 

・補助幹線道路を補完する、既存道路を活用した新駅へのアクセスを確保し

ていけると良い。 

・日常生活に身近な区画道路については、幅員４m を最低限確保していける

と良い。 

・合わせて、一方通行や通学路などのソフト施策も活用していくとともに、

新駅と地区内を結ぶ歩行者動線などを検討し、歩行者のさらなる安全性を

確保していけると良い。 

・新駅と横浜国立大学をつなぐ歩行者動線を想定し、沿道住民や学生などと

ルールづくりを検討していけると良い。 

サイン計画 

・留学生などの外国人向けや、来街者向けの案内サインを設置できると良い。
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道路・交通の整備構想 
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５．住民によるまちづくり活動 

これからのまちづくりにおいて、より良いまちへとしていくためには、住民の

みなさんの積極的な参加が欠かせません。 

自らのまちに愛着を持ち、地元のみなさんとの交流を深め、まちの在り方につ

いて意見を交わしていくことで、より多くの方の意見が反映された「羽沢駅周辺

地区」が創られていきます。 

ここでは、地元の住民のみなさんでやるべきこと、やっていきたいこととして

まとめた活動を通じて、多くの住民のみなさんの「まちづくり活動」への積極的

な参加を促すものです。 

住民の交流促進 

・新駅の開業祭を地元の自治会などで実施していきたい。 

・現在行っている「清掃活動」や「防災訓練」「防犯活動」をイベント化し、

多くの住民の参加を促し、交流を進めていきたい。 

・自治会間の連携、区を越えた連携を進めていき、まち歩きなどの交流イベ

ントも実施していきたい。 

住民活動の継続・拡充 

・自治会や各種団体による、地元の住民活動を継続していきたい。 

・とくに、新駅近隣の住民は、新駅開業による影響を大きく受けるので、自

治会などが積極的に対応していきたい。 

活動の場の確保 

・囲碁や将棋等が楽しめ、高齢者も利用できて交流が図れる場を確保してい

きたい。 

・農作物への影響や夜間照明の影響などに配慮は必要だが、多目的広場など

を確保していきたい。 
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住民による防犯パトロール（神奈川区） 

地域の人たちで運営するクラブ（神奈川区） 

地元住民による活動事例

商店街でのイベントの実施（保土ケ谷区） 

ハマロードサポーターによる清掃活動（神奈川区）
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区 所属 人数 

羽沢地区自治連合会 １名 

宮向自治会 １名 

羽沢自治町内会 ２名 

羽沢星ヶ丘自治会 ２名 

羽沢南町内会 ２名 

羽沢第一町内会 ２名 

住民代表 

三枚地区自治連合会 ２名 

神奈川区 

農業従事者 ３名 

川島東部連合町内会 １名 

上新地区連合自治会 １名 

上星川地区連合町内会 １名 

中央東部地区連合町内会 １名 

和田地区連合町内会 １名 

住民代表 

常盤台地区連合町内会 １名 

農業従事者 ２名 

保土ケ谷区 

横浜国立大学 １名 

計 24 名 

※事務局 神奈川区区政推進課 保土ケ谷区区政推進課 
 
 
 

～参考～ 

羽沢駅周辺地区まちづくり協議会の構成 

本まちづくり協議会は、駅の設置により影響を大きく受けると想定される「駅からの徒

歩圏」である概ね１㎞を対象とし、（仮称）羽沢駅から１㎞圏に含まれる連合町内会等に

より構成しています。 
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 日時 テーマ 

第１回 
平成 20 年 10 月 30 日(木) 

19 時～21 時

・協議会の設立などについて 

・まちの良いところ、悪いところを見つけよう 

第２回 
平成 20 年 12 月 3 日(水) 

19 時～21 時
・まちの良いところ、悪いところを見つけよう 

第３回 
平成 21 年 2 月 1 日(日) 

13 時～16 時

・羽沢駅予定地周辺のまち歩き 

・まち歩きで気づいたこと、感じたこと 

第４回 
平成 21 年 3 月 12 日(木) 

18 時 30 分～20 時 30 分
・将来のまちの目標や姿を考えよう(全体地区) 

第５回 
平成 21 年 5 月 20 日(水) 

18 時 30 分～20 時 30 分
・将来のまちの目標や姿を考えよう(全体地区) 

第６回 
平成 21 年 7 月 22 日(水) 

18 時 30 分～20 時 30 分

・将来のまちの目標や姿を考えよう 

(既存住宅地のまちづくり、自然と都市のバランス) 

第７回 
平成 21 年 9 月 16 日(水) 

18 時 30 分～20 時 30 分

・将来のまちの目標や姿を考えよう 

(既存住宅地のまちづくり、自然と都市のバランス) 

第８回 
平成 21 年 11 月 20 日(金) 

18 時 30 分～20 時 30 分

・将来のまちの目標や姿を考えよう(まちの目標) 

・まちづくりのアイデアを考えよう 

第９回 
平成 22 年 1 月 19 日(火) 

18 時 30 分～20 時 30 分
・地区プラン(協議会案)の作成 

第 10 回 
平成 22 年 3 月 10 日(水) 

18 時 30 分～20 時 00 分
・地区プラン(協議会案)の作成 

 

 

 

 

 

本まちづくり協議会は、以下のような日時、テーマで開催し、合わせて 10 回の協議会

を経て、地区プラン（協議会案）を作成しました。 

まちづくり協議会の開催 

羽沢駅周辺地区まちづくり協議会の開催スケジュール 
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まちづくり協議会ニュースの発行 

本協議会では、協議会の開催ごとに、検討内容をまとめた協議会ニュースを発行し、

駅周辺の自治会で回覧しました。 

また、区役所窓口での配布、区役所ホームページへの掲載を行い、周知を図りまし

た。 
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※現況と異なる場合があります。
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